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■事業の掲載について■ 

市は、上位計画である総合計画の前期実施計画の策定を令和２年度中に行う予定でしたが、新

型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、計画策定を２年間延期し、計画期間を令和５年度から

令和７年度までとすることとなりました。 

これに伴い、本計画を含む各種計画についても個別の事業は掲載していません。 
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（資料 厚生労働省） 

 

本計画の概要 
 

  
  

 

 

 

１  計画策定の趣旨 

本市では、平成30年度から令和２年度までを計画期間とする「第７期茅ヶ崎市高齢者福祉計

画・介護保険事業計画（以下「第７期計画」という。）を策定し、「地域包括ケアシステム」の深

化・推進に取り組んできました。 

第７期計画の内容やその課題から、今後３年間の高齢者福祉施策及び介護保険事業において取

り組むべき事項を整理するとともに、世界的に流行した新型コロナウイルス感染症等による高齢

者を取り巻く状況の変化を踏まえ、本市では、令和３年度から５年度までを計画期間とする「第

８期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（以下「第８期計画」という。）を策定し、「地

域包括ケアシステム」の更なる深化・推進に取り組んでいきます。 

また、第８期計画は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる令和７年（2025年）、1.5

人の現役世代（生産年齢人口）が１人の高齢者を支えると予想される令和22年（2040年）を見

据え、中長期的な視野を持ちながら策定をしています。 

 

 

地域包括ケアシステム 

地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上となる令和７年（2025年）を目途に、高

齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、医療、介護、予防、住まい、生活支

援が一体的に提供される社会的な仕組みのことを指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・２４時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

■介護予防サービス

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
病院
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療

介護が必要になったら･･･

介 護

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

計画策定の趣旨 １ 
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２  第８期計画の計画期間 

第８期計画は、老人福祉法（第20条の８）に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法（第

117条）に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体のものとして策定するものであり、神奈川

県が策定する「かながわ高齢者保健福祉計画」と連携するものです。 

第８期計画の計画期間は令和３年度から令和５年度までの３か年です。 

 

 

 

            

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

            

 

 

 

 

 

３  第８期計画の取組及び基本理念と基本方針 

第８期計画では、第９期計画期間中にあたる令和７年の本市の高齢者の状況や介護需要等を見

据え、第６期計画から段階的な構築を目指している「地域包括ケアシステム」の更なる深化・推

進に取り組みます。 

そのため、第８期計画では第７期計画の基本理念及び６つの基本方針を踏襲し、取組を進めま

す。 

６つの基本方針は、地域包括ケアシステムの５つの構成要素（医療、介護、予防、住まい、生

活支援）と紐づいていることから、第８期計画を推進していくことが地域包括ケアシステムの更

なる深化・推進につながります。また、令和12年までに持続可能でより良い世界を目指す国際

目標である「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の考え方を各基本方針に取り入れました。さら

に、世界的に流行した新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症への対策として、事業の

見直し等を図りながら、新しい生活様式への対応などの取組を進め、高齢者が安全で安心な生活

が送れるよう、計画を推進していきます。 

 

 

  

第７期計画 
第８期茅ヶ崎市高齢者 

福祉計画・介護保険事業

計画（本計画） 第９期計画 
第１０期計画 

令和７年までの中長期的見通し 

団塊の世代が全て後期高齢者へ 

第８期計画の計画期間 ２ 

第８期計画の取組及び基本理念と基本方針 ３ 
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超高齢社会において、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立

した日常生活を送ることができるよう、地域の支え合いの力が連携して機能し、効果を発

揮できる仕組みづくりを進め、高齢者一人ひとりの日々充実した暮らしの実現を目指す。 

 

第８期計画の基本理念と基本方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈  基本体系概念図  〉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇ 基本理念 ◇  
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基本方針ごとの施策 
 

  
  

 

 

基本方針１ 高齢者の多様な生きがいづくりの支援 

高齢者が地域でいきいきと生活することができるよう、趣味の活動や生

涯学習、社会参加などを促すための支援を行います。また、活動機会や情

報の提供に加え、活動の拠点となる施設の維持管理や、各種活動の場を確

保することにも取り組み、基本方針１の取組を通じて、アクティブシニア

が地域で活躍できるような支援を行います。  
【施策の方向性】 

（１）高齢者の社会参加の促進と地域活動の支援（社会参加） 

（２）趣味や生きがいづくりの支援（趣味・生きがい） 

（３）就労支援の充実（就労） 

 

 

基本方針２ 高齢者の健康づくりと介護予防の充実 

高齢者がいつまでも元気で、生涯にわたって活躍できるよう、日常の中

での健康づくりや、疾病・介護予防に関する取組の充実に重点を置き、基

本方針２の取組を通じて、高齢者の健康寿命の延伸に努めていきます。 
 

【施策の方向性】 

（１）健康づくり、健康増進（健康） 

（２）介護予防の取組支援及び介護予防に対する意識の啓発（介護予防） 

 

 

基本方針３ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

高齢者が安心して暮らせるよう、防犯や災害等の緊急時への備えのほか、

交通安全対策、住環境の整備、住まいの確保の取組などを推進し、基本方

針３の取組を通じて、住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる安心、

安全なまちづくりを目指します。 

 【施策の方向性】 

（１）高齢社会に対応した住環境づくり（住環境） 

（２）安心・安全なまちづくり（安心・安全） 

（３）災害に強いまちづくり（災害） 

（４）高齢者の住まいの確保（住まい） 
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基本方針４ 地域における高齢者の支援体制づくり 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためには、地域の中で

関係を築き、地域で高齢者を支える包括的な支援体制づくりが必要となります。

地域に存在する多様な主体との連携や基盤の整備を行い、基本方針４の取組を

通じて地域包括ケアシステムの更なる深化・推進に取り組んでいきます。 

 
【施策の方向性】 

（１）地域の相談窓口の周知と機能強化（相談(地域)） 

（２）地域力を活かした見守り及び支援体制づくりの推進（見守り） 

（３）生活支援サービスの充実・強化（生活支援） 

（４）高齢者の権利擁護の推進（権利擁護） 

（５）在宅医療及び医療と介護の連携の推進（医療・介護） 

（６）高齢者への分かりやすい情報の提供（情報提供） 

 

 

基本方針５ 認知症の早期発見と認知症高齢者を支える体制づくり 

「予防」と「共生社会」の実現を目指し、認知症の予防に努めるととも

に、認知症の症状が現れた後も地域で生活ができるように、基本方針５の

取組を通じて、認知症に対する周囲の方々の正しい理解の促進や、認知症

高齢者、認知症の家族を支えるための体制づくりに努めます。 

 【施策の方向性】 

（１）認知症の予防に向けた取組の充実強化（予防） 

（２）認知症の早期発見・早期対応に向けた取組（早期発見・対応） 

（３）認知症に対する正しい知識・理解の普及啓発（知識・理解） 

（４）認知症に関する相談窓口の充実強化（相談(認知症)） 

（５）認知症高齢者の支援体制づくり（支援） 

 

 

基本方針６ 介護保険サービス及び介護予防･生活支援サービス事業の充実 

要介護等認定者が介護保険及び介護予防・生活支援サービス事業の利用を

通じて、自立した日常生活を送ることができるように、サービスの充実に取り

組みます。 

 
【施策の方向性】 

（１）保険給付等の将来見通し（給付等の見込量） 

（２）介護保険施設等の整備目標の設定（施設整備） 

（３）給付適正化の推進（給付適正化） 

（４）介護事業者への支援（事業者支援） 

（５）介護人材の確保・定着、業務効率化への取組（人材確保） 
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第８期計画の主な取組 
 

  
  

 

 

 

１ ＳＤＧｓ推進に向けた取組 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））とは、平成27年９月

の国連サミットにおいて、日本を含む全193か国の合意により採択された国際社会全体の共通目

標です。平成28年から令和12年までの間に達成すべき17のゴール（目標）と、それに連なり具

体的に示された169のターゲットから構成されています。 

本市では、令和３年度から始まる「茅ヶ崎市総合計画」において、市民や企業、行政が SDGｓ

という共通言語を持つことにより、茅ヶ崎市の政策目標を共有するとともに、パートナーシップ

を深め、お互いの力を活かしながら地域課題の解決を目指しており、本計画においてもこの考え

のもと、多様な主体が連携・協力し、計画を推進します。 

 

 

ＳＤＧｓの１７の目標 

 

 

 

 

 

 

 

２ 日常生活圏域の見直し 

「日常生活圏域」とは、高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できる

ように、地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条件、介護給付等のサービスを提供するための施

設の整備状況などを総合的に勘案し、地域の特性に応じて市町村内を区分したものです。 

本市では、３圏域であった日常生活圏域について、本市のまちづくりの単位と同一の13圏域

に設定します。これにより、本市のまちづくりの施策と介護保険事業計画の各施策の整合をより

図ることが可能となります。更に新たに「サービス基盤圏域」を設け、地域密着型サービスに係

る施設整備など地域密着型サービスの提供体制の整備単位としました。 

 

〈 日常生活圏域とサービス基盤圏域 〉 

 

 

 

 

  

日常生活圏域（１３圏域）

サービス基盤圏域（３圏域） 第１圏域 第２圏域 第３圏域

茅ヶ崎

地区

鶴嶺東

地区

鶴嶺西

地区

浜須賀

地区

松浪

地区

南湖

地区

湘北

地区

海岸

地区

小和田

地区

茅ヶ崎南

地区

松林

地区

湘南

地区

小出

地区

ＳＤＧｓ推進に向けた取組 １ 

新たな日常生活圏域 ２ 
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３ 国の基本指針等に関する本市の対応 

●重層的支援体制整備事業について 

 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相

談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」

に取り組みます。 

 

●認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症に関する施策の推進等について 

今まで実施してきた認知症に係る事業を継続して実施していくとともに、市民の状況を把握し、

状況に応じて適切な事業展開を進めていきます。 

 

●地域包括支援センターの機能強化について 

今後、さらなる少子高齢化や近隣関係の希薄化等の社会情勢の変化により、「制度のはざま」

や「複合課題」等の多様な課題を抱えた事例の増加が見込まれます。 

本市では、令和４年４月に総合相談担当を市庁舎内に新設することにあわせ、福祉相談室の

初期相談機能を地域包括支援センターに統合することにより、地域包括支援センターの人員体

制の強化を図り、相談支援の充実に努めます。 

 

●高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について 

 健康寿命の延伸のため、高齢者の保健事業と介護予防事業、国民健康保険の保健事業を一体

的に取り組み、より効率的、効果的に高齢者の健康の維持増進を図っていきます。 

 

●災害や感染症対策に係る体制整備について 

 近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、介護事業所等と連携

し、防災や感染症対策について周知啓発、研修、訓練を実施します。 

 また、市と介護事業所等が連携した災害等発生時の支援・応援体制の強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国の基本指針等に関する本市の対応 ３ 
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介護給付費等の将来見通しと介護保険料 
 

  
  

介護給付費等の将来見通しと介護保険料 

 

 

１  将来推計 

（１）第１号被保険者推計 

第１号被保険者数は増加傾向にあり、令和22年には80,714人になると見込まれます。年代

別にみると、前期高齢者（65～74歳）は令和７年までは減少傾向にあるものの、後期高齢者（75

歳以上）は増加傾向にあり、前期高齢者の人数を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（各年９月末日現在） 

  

31,554 30,763 30,568 30,503 29,194 27,972 26,325

39,308

23,054 23,941 24,118 23,962 24,955 26,103 27,624

24,236

8,762 9,275 9,934 10,705 11,394 11,935 12,997

17,170
63,370 63,979 64,620 65,170 65,543 66,010 66,946

80,714

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年

65～74歳 75～84歳 85歳以上

（人）
⇒ 推 計 値

将来推計 １ 
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（２）要介護等認定者推計 

要介護等認定者数は増加傾向にあり、令和22年には15,510人になると見込まれます。要介護

等の状態区分ごとにみると、要支援２から要介護４は増加傾向にあり、特に「要介護３」の伸び幅

が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※認定者数は第２号被保険者も含む（各年９月末日現在）  

2,035 1,968 1,983 1,997 2,007 2,015 2,034 2,120 

1,554 1,704 1,818 1,913 2,035 2,139 2,299 2,819 
1,723 1,840 2,021 2,076 2,193 2,292 2,458 

3,044 
1,338 1,430 

1,588 1,605 1,704 1,797 
1,954 

2,302 

1,127 1,214 
1,288 1,385 

1,486 1,575 
1,740 

2,471 

1,228 
1,266 

1,345 1,406 
1,466 

1,512 
1,588 

1,950 

782 
819 

807 794 
796 

799 
806 

804 

9,787 
10,241 

10,850 11,176 
11,687 

12,129 
12,879 

15,510 

0

4,000

8,000

12,000

16,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人） ⇒ 推 計値
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２ 介護保険施設等の整備目標の設 

（１）施設・居住系サービスの整備目標 

区分 項目 

第７期 

計画実績 
第８期計画整備目標 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

介護老人福祉施設 
か所数 １１か所 １１か所 １１か所 １１か所 

床数 ７９０人 ７９０人 ７９０人 ７９０人 

介護老人保健施設 
か所数 ６か所 ６か所 ５か所 ５か所 

床数 ６２６人 ６２６人 ５３６人 ５３６人 

介護療養型医療施設 
か所数 １か所 １か所 ０か所 ０か所 

床数 ５６人 ５６人 ０人 ０人 

介護医療院 
か所数 ０か所 ０か所 １か所 １か所 

床数 ０人 ０人 ５６人 ５６人 

介護専用型特定施設 
か所数 １か所 １か所 １か所 １か所 

床数 ７０人 ７０人 ７０人 ７０人 

介護専用型以外の 

特定施設 

か所数 １１か所 １１か所 １１か所 １１か所 

床数 ５４９人 ５９９人 ５９９人 ５９９人 

※令和３年度～令和５年度は、年度末か所数及び定員。令和２年度は、年度末見込を記載しています。 

 ※介護専用型以外の特定施設のか所数については、公募を行うため数字が変動する可能性があります。 
 

（２）地域密着型サービスの整備目標 

区分 
サービス 

基盤圏域 

第７期 

計画実績 
第８期計画整備目標 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
－ １か所 １か所 １か所 １か所 

夜間対応型訪問介護 － ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 

地域密着型通所介護 

第１圏域 ９か所 － － － 

第２圏域 ２０か所 － － － 

第３圏域 １２か所 － － － 

認知症対応型通所介護 

第１圏域 １か所 － － － 

第２圏域 ０か所 － － － 

第３圏域 ０か所 － － － 

小規模多機能型居宅介護 

第１圏域 １か所 １か所 １か所 １か所 

第２圏域 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 

第３圏域 ２か所 ３か所 ３か所 ３か所 

認知症対応型 

共同生活介護 

第１圏域 
３か所 ３か所 ３か所 ３か所 

５４人 ５４人 ５４人 ５４人 

第２圏域 
５か所 ５か所 ５か所 ５か所 

９０人 ９０人 ９０人 ９０人 

第３圏域 
４か所 ４か所 ４か所 ４か所 

６３人 ６３人 ６３人 ６３人 

定員数合計 ２０７人 ２０７人 ２０７人 ２０７人 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 
第１圏域 

１か所 １か所 １か所 １か所 

２９人 ２９人 ２９人 ２９人 

地域密着型 

介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

第３圏域 

１か所 １か所 １か所 １か所 

２９人 ２９人 ２９人 ２９人 

看護小規模多機能型 

居宅介護 

第１圏域 １か所 １か所 １か所 １か所 

第２圏域 １か所 １か所 １か所 １か所 

第３圏域 １か所 １か所 １か所 １か所 
 ※地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護については、指定事業所数を制限しないため第８期計画整備目標を設定しません。 

 ※令和３年度～５年度は、年度末か所数及び定員。令和２年度は、年度末見込みを記載しています。 

介護保険施設等の整備目標の設定 ２ 
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３  保険給付等の将来見通し 
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

在宅サービス ８１.０億円 ８５.６億円 ８９.７億円 

居住系サービス １９.８億円 ２０.５億円 ２０.９億円 

施設サービス ４４.２億円 ４４.７億円 ４５.１億円 

高額介護サービス費等給付費 ７.６億円 ７.６億円 ８.０億円 

地域支援事業費 ９.９億円 １１.１億円 １１.７億円 

合計 １６２.５億円 １６９.５億円 １７５.３億円 

※端数処理のため、合計は内訳と一致しない場合があります。 

 

 

 

 

４  保険給付費等と介護保険料の算定 

 

 

 

 

５  保険給付費等と介護保険料の算定 

令和３年度～５年度の間に必要な保険給付費をまかなえるように算出した介護保険料の基準

額は次のとおりです。 

 

  

年額 ５９,７６０円 （月額４,９８０円 × １２か月） 

  

国の負担

25.0%

神奈川県の負担

12.5%

茅ヶ崎市の負担

12.5%

65歳以上の第１号

被保険者保険料

23.0%

40歳から64歳まで

の第２号被保険者

保険料

27.0%

介護給付の見込み額について ３ 

介護（予防）給付費の財源構成 ４ 

介護保険料の基準額 ５ 
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第８期計画の介護保険事業計画における介護保険料の設定について  

 

 対象となる方 
基準額に 

対する割合 
保険料の年額 

（月額） 

第１段階 
老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 
市町村民税世帯非課税で、本人の基準判定 
所得金額等が８０万円以下 

０．３０ 
１７,９２８円  
（１,４９４円） 

第２段階 
市町村民税世帯非課税で、本人の基準判定 
所得金額等が８０万円を超え１２０万円以下 

０．４５ 
２６,８９２円  
（２,２４１円） 

第３段階 
市町村民税世帯非課税で、本人の基準判定 
所得金額等が１２０万円を超える 

０．７０ 
４１,８３２円  
（３,４８６円） 

第４段階 
市町村民税世帯非課税で、本人の基準判定 
所得金額等が８０万円以下 
（世帯に市町村民税課税者あり） 

０．８０ 
４７,８０８円  
（３,９８４円） 

第５段階 
市町村民税世帯非課税で、本人の基準判定 
所得金額等が８０万円を超える 
（世帯に市町村税課税者あり） 

１．００ 
５９,７６０円  
（４,９８０円） 

第６段階 
本人が市町村民税課税で基準判定所得金額 
等が１２０万円未満 

１．１５ 
６８,７２４円  
（５,７２７円） 

第７段階 
本人が市町村民税課税で基準判定所得金額 
等が１２０万円以上２１０万円未満 

１．２５ 
７４,７００円  
（６,２２５円） 

第８段階 
本人が市町村民税課税で基準判定所得金額 
等が２１０万円以上３２０万円未満 

１．５０ 
８９,６４０円  
（７,４７０円） 

第９段階 
本人が市町村民税課税で基準判定所得金額 
等が３２０万円以上５００万円未満 

１．６０ 
９５,６１６円  
（７,９６８円） 

第１０段階 
本人が市町村民税課税で基準判定所得金額 
等が５００万円以上８００万円未満 

１．８５ 
１１０,５５６円  

（９,２１３円） 

第１１段階 
本人が市町村民税課税で基準判定所得金額 
等が８００万円以上 

２．１０ 
１２５,４９６円  
（１０,４５８円） 

 

■基準判定所得金額は、次のとおりとなります。 

・第１～第５段階は、課税年金収入額＋合計所得金額－年金所得金額 

・第６～第１１段階は、合計所得金額 

   



                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

【令和３年度～令和５年度】（概要版） 

令和３年３月発行 

発行 茅ヶ崎市 

編集 福祉部高齢福祉介護課 

〒２５３－８６８６ 

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

電話 ０４６７－８２－１１１１（代表） 

ホームページ https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/ 

携帯サイト http://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/ 

 


